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高 知 県 特 定 都 市 河 川 浸 水 被 害 対 策 法 施 行 条 例 の 施 行 の 日 を 定 め

る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

令 和 ６ 年 11月 29日

高 知 県 知 事 濵 田 省 司

高 知 県 規 則 第 80号

高 知 県 特 定 都 市 河 川 浸 水 被 害 対 策 法 施 行 条 例 の 施 行 の 日

を 定 め る 規 則

高 知 県 特 定 都 市 河 川 浸 水 被 害 対 策 法 施 行 条 例 （ 令 和 ６ 年 高 知 県

条 例 第 44号 ） 附 則 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 同 条 例 の 施 行 の 日 は 、

令 和 ６ 年 12月 ３ 日 と す る 。

規 則

◎ 高 知 県 特 定 都 市 河 川 浸 水 被 害 対 策 法 施 行 条 例 の 施 行 の

日 を 定 め る 規 則


